
「佐世保市の廃校活用について」

令和３年４月３０日
佐世保市企画部政策経営課

旧戸尾小学校 A校舎
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官民対話の目的と位置付け
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１．官民対話の目的と位置付け

【市】財産情報の公表

佐世保市から基本的な土
地・建物の情報を提示

【市・民間】官民対話①

跡地活用の実施主体となる
意向がある民間事業者の
方々と対話

【市】対話結果①の公表

対話結果の概要の公表

【市・民間】官民対話②

事業スキームの検討状況
を示し、民間事業者の参
画可能性について対話

【市】事業者公募・選定

対話結果をもとに条件を整
理したうえで、事業者公募
を実施

【民】跡地活用

市が民間活用の方針
を決定した場合

【市】事業スキーム検討

対話結果をもとに事業ス
キームを検討

【市】対話結果②の公表

対話結果の概要の公表

〇 官民対話（マーケットサウンディング）の目的

 市場性（民間活用の可能性）の確認

 活用を検討している市有財産の情報発信

 活用策検討に向けた意見交換

〇 今回の官民対話の位置付け



旧戸尾小学校について
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２．旧戸尾小学校

明治37年（1904年） 「佐世保高等小学校」が八幡谷から戸尾に移転

明治42年（1909年） 「戸尾尋常高等小学校」に改称

昭和22年（1947年） 4月 「佐世保市立戸尾小学校」に改称

平成13年（2001年） 3月 閉校

平成15年（2003年） 3月
戸尾小学校跡地利用計画検討委員会による
「戸尾小学校跡地利用計画報告書」が提出される

平成16年（2004年） 1月
「報告書」に基づき、平成21年度までを暫定利用期間と
して、「させぼ市民活動交流プラザ」や「させぼエコプラザ」
などを漸次供用開始

平成20年（2008年） 12月 暫定利用期間の無期限延長を決定

令和2年（2020年） 11月～

本格利用の検討に向けたサウンディングの実施
事前説明 （31名、14企業・団体）
個別意見交換（3企業・団体）

（1） 官民対話に至る経緯
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２．旧戸尾小学校

交通条件 JR佐世保駅から北へ約700m
戸尾中央通バス停至近

都市計画
制限等

・市街化区域
・商業地域 建ペイ率80％ 容積率400％
・準防火地域 (建築基準法第22条指定区域)
・風致地区の指定なし
・敷地の一部が土砂災害警戒区域（地滑り）
に指定
・宅地造成工事規制区域内

（2） 土地・建物の概要

①土地の概要

地番 地目 面積（㎡）

佐世保市戸尾町125番1 学校用地 11,443.00

同 125番2 宅地 87.77

同 125番3 宅地 102.32

同 230番2 宅地 3.00

同 230番4 宅地 318.78

同 230番5 宅地 19.78

合計 11,974.65
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画地
条件

・接続道路との関係：道路面よりも0～8ｍ
高い
・間口・奥行：間口約60ｍ 奥行約160ｍ
・形状：不整形
・地勢：段差有、斜面含む

道路
条件

・敷地南側が市道戸尾三浦町線（幅員9
ｍ）に接道
※ 接道する市道は西側から東側への一方
通行かつ10時～19時は歩行者専用
※ 現状、フェンスが設置されており、自動車
は侵入不可

・敷地北側に東側の市道戸尾山祗町線に
通じる通路（幅員3.5m）有り
※ 現状、この通路からのみ自動車が侵入可
能

相続税
路線価

南側市道（市道戸尾三浦町線）
125,000円/㎡（平成30年）

その他 ・敷地内東側の通路は、隣接する寺院及び
幼稚園利用者の通行権を認めている

・敷地南側の市道に接する面、及び敷地西
側の市道に接する面の一部については、当該
面から敷地内に約15mの範囲において地下
に空洞（防空壕）が存在し、それぞれが店
舗（西海市場／とんねる横丁）として営業
している

２．旧戸尾小学校

●自動車侵入可
●通行権設定有

●歩行者のみ

●歩道橋

●時間帯一方通行
／歩行者専用

●防空壕を利用した店舗

●歩行者のみ
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●A校舎
・RC造 ・3階建
・2,484㎡
・築62～65年

●給食室
・S造 ・1階建
・81㎡ ・築64年

※ 構造を一にする階下
（普通財産）を民間の空手
道場として貸し付けている

●体育倉庫
・W造 ・平屋建
・49㎡ ・築31年

●管理員室
・W造 ・1階建
・64㎡ ・築58年

●B校舎
・RC造 ・3階建
・1,153㎡ ・築66年

●プール更衣室
・CB造 ・平屋建
・22㎡ ・築29年

●プール ＊解体済

２．旧戸尾小学校

②建物の概要

●体育館
・S造 ・2階建
・698㎡ ・築61年

※ 新耐震基準を満たし
ていない

A校舎及びB校舎は、平成19年度に実施した耐震診断業務においてともに新耐震基準を満たすこと
が確認されているものの、コンクリートの中性化が鉄筋位置まで進行していることが示唆されている
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【凡例】

ブルー／行政利用 黒字太字／行政（教育）財産
イエロー／民間（非行政）利用 赤字太字／普通財産
グレー／その他 下線有／土地等

下線無／建物（機能）

土地

B校舎：
「市民活動交流プラザ」

ボラン
ティアセ
ンター

婚活サ
ポート
プラザ

プラザ
事務所

等

会議室等

プラザ入居団体
空襲資
料室

給食室

空手
道場

土地

戸尾町1
組公民館

土
地

小佐世保川
（河川）

西海
市場

空
手
道
場

A校舎

管理員室

エコプラザ

地下（防空壕）

西海市場

市道

とんねる横丁

総合型
スポーツ
事務所

行政倉庫体育館

市民利用

公衆便所

グラウンド

市民利用

土地

２．旧戸尾小学校

③土地・建物の利用状況概念図
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（3） 活用に係る佐世保市の考え

２．旧戸尾小学校

 現時点で土地・建物の貸付／売却について確定した方針は無い

▶ どのような条件であれば活用が考えられるか事業者の考えをお聞かせください

 現時点で利活用の内容を限定する市の考えは無い

▶ 例えば、“住宅は不可”など、現時点でお聞かせいただく民間事業者の利活用アイデア
に優先する市の方針等はありません

▶ 土地の条件等を確認いただいたうえで、自由な利活用アイデアをお聞かせください

 民間事業者に主体的に関与してほしい

▶ 市への提言（佐世保市が利活用主体となることを前提としたアイデア）ではなく、民
間事業者が主体となることを前提とした利活用アイデアを望みます

 （できれば）中心市街地活性化や地域に貢献するような事業アイデアを期待

対話により確認したい



俵ヶ浦３校について
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３．俵ヶ浦３校

明治12年（1879年） 「山口小学校（現相浦小学校）」の俵浦分校として創立

明治20年（1887年） 「尋常山口小学校俵ヶ浦分校」に改称

明治22年（1889年） 山口小学校から分離し、「尋常俵ヶ浦小学校」として独立

昭和22年（1947年）
「佐世保市立俵浦小学校」に改称
「佐世保市立俵浦中学校」が併設

昭和27年（1952年） 中学校との併設を解消

平成29年（2017年） 3月 閉校

平成29年（2017年）
6月 1日 俵ヶ浦半島廃校利活用計画の策定に係る進め方の確認
6月26日 現地調査結果、施設の基本的情報の共有
7月～9月 住民を集めてのワークショップ（3回実施）
10月24日 廃校利活用条件、3校の活用テーマや役割分担
11月23日 西友枝体験交流センター「ゆいきらら（福岡県築上群上毛町）」視察
12月21日 廃校利活用のＳＷＯＴ分析、コンセプト、利活用事業者のイメージ検討
2月21日 廃校利活用計画のまとめ ⇒ 地元が主体的に管理は不可の結論

令和2年（2020年） 11月 本格利用の検討に向けた官民対話の実施

（1） 官民対話に至る経緯

①旧俵浦小学校
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３．俵ヶ浦３校

明治11年（1878年） 「佐世保小学校庵浦分校」として創立

明治25年（1892年） 「庵浦尋常小学校」に改称

昭和22年（1947年） 4月 「佐世保市立庵浦小学校」に改称

平成29年（2017年） 3月 閉校

平成29年（2017年）
6月 1日 俵ヶ浦半島廃校利活用計画の策定に係る進め方の確認
6月26日 現地調査結果、施設の基本的情報の共有
7月～9月 住民を集めてのワークショップ（3回実施）
10月24日 廃校利活用条件、3校の活用テーマや役割分担
11月23日 西友枝体験交流センター「ゆいきらら（福岡県築上群上毛町）」視察
12月21日 廃校利活用のＳＷＯＴ分析、コンセプト、利活用事業者のイメージ検討
2月21日 廃校利活用計画のまとめ ⇒ 地元が主体的に管理は不可の結論

令和2年（2020年） 11月 本格利用の検討に向けた官民対話の実施

②旧庵浦（いおのうら）小学校
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３．俵ヶ浦３校

昭和22年（1947年）
「佐世保市立俵浦中学校」として創立
「佐世保市立俵浦小学校」に併設

昭和26年（1951年） 木造新校舎完成により移転 小学校との併設解消

昭和47年（1972年） 4月 「佐世保市立野崎中学校」に改称

平成28年（2016年） 3月 閉校

平成29年（2017年）
6月 1日 俵ヶ浦半島廃校利活用計画の策定に係る進め方の確認
6月26日 現地調査結果、施設の基本的情報の共有
7月～9月 住民を集めてのワークショップ（3回実施）
10月24日 廃校利活用条件、3校の活用テーマや役割分担
11月23日 西友枝体験交流センター「ゆいきらら（福岡県築上群上毛町）」視察
12月21日 廃校利活用のＳＷＯＴ分析、コンセプト、利活用事業者のイメージ検討
2月21日 廃校利活用計画のまとめ ⇒ 地元が主体的に管理は不可の結論

令和2年（2020年） 11月 本格利用の検討に向けた官民対話の実施

③旧野崎中学校
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３．俵ヶ浦３校

（2） 土地・建物の概要

交通条
件

JR佐世保駅か
ら南西へ約12
ｋｍ（旧野崎
中）
野崎バス停至
近

都市計
画制限
等

・市街化調整区
域
・風致地区の指
定

①位置



３．俵ヶ浦３校

-15-

② 3校の特性【旧俵浦小学校】



３．俵ヶ浦３校
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② 3校の特性【旧庵浦小学校】



３．俵ヶ浦３校
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② 3校の特性【旧野崎中学校】



３．俵ヶ浦３校

③ 3校の特性比較
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３．俵ヶ浦３校

 現時点で土地・建物の貸付／売却について確定した方針は無い

▶ どのような条件であれば活用が考えられるか事業者の考えをお聞かせください

 民間事業者に主体的に関与してほしい

▶ 市への提言（佐世保市が利活用主体となることを前提としたアイデア）ではなく、
民間事業者が主体となることを前提とした利活用アイデアを望みます

 現時点で利活用の内容を限定する市の考えは無いが、可能な限り地元要望に応えたい

▶ 現時点で利活用内容に関する市の方針等はありませんので、土地の条件等を確認
いただいたうえで、自由な利活用アイデアをお聞かせください

▶ ただし、本市は地元からの要望（P20~21）を受けているので、できるだけこれにコミット
したアイデアを望みます

 九十九島観光公園の整備（P22）と連携し、相乗効果を生んでほしい

（3） 活用に係る佐世保市及び地元の考え

①佐世保市の考え

九十九島観光公園及び俵ヶ浦半島振興を行う地域住民と連携し、相乗効果を得られるよ
うな事業アイデアがベスト
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３．俵ヶ浦３校

②地元の考え（その１）
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３．俵ヶ浦３校

地元要望への対応の可否も含め、対話により確認したい

②地元の考え（その２）
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３．俵ヶ浦３校

⇒ 令和３年３月28日供用開始

 九十九島観光の新たな拠点
 俵ヶ浦半島のゲートウェイ機能

 コロナ禍の影響により、
R2年度実施予定の
観光客受入施設の
整備を凍結

 九十九島動植物園
（森きらら）の移転
検討を含めた、この
公園の活用策につい
て継続検討中。

（4） 九十九島観光公園及び地域振興の現状

①九十九島観光公園の現状



３．俵ヶ浦３校
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②地域振興の現状（その1）
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３．俵ヶ浦３校

2017-2019

俵ヶ浦半島の主な既存プロジェクト

地域資源・住民スキルを生かしたまちづくりへの挑戦

ハーブプロジェクト 半島キッチンツッテホッテ 食の商品開発プロジェクト

木のものづくりプロジェクト 展海峰ウォーキング 遊漁船運行・釣り体験

空き家活用プロジェクト 情報発信

半
島
独
自
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
芽
は
出
た
が
、

事
業
と
し
て
ど
う
持
続
さ
せ
る
か
が
課
題

課題

「
挑
戦
す
る
」
か
ら
「
継
続
す
る
」
へ

「
半
島
に
来
る
」
か
ら
「
半
島
に
滞
在
す
る
」
へ

展望 2020

体験プログラム、観光モニターツアー

来訪者に提供可能な地域ビジネスへ

釣り体験プログラム 農業収穫体験プログラム

半島ハーブの商品化・販促 伐採木の商品化・販促

ウォーキングイベント継続 モニターツアーの開催

各事業ごとに少しずつ収益を作っていき、
チーム俵を中心に持続可能なまちづくりへ

将来

②地域振興の現状（その2）
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４．今後のスケジュールなど

① オープンサウンディング （@PPPプラットフォーム）

② 廃校情報の公表／個別サウンディング受付

③ 個別サウンディング実施 （期間中随時）

④ サウンディング結果の公表

本日

11/12（木）～ 1/29（金）

11/19（月） ～

2/20（金）以降

⑤ サウンディング結果を踏まえた活用方針の検討

（1） スケジュール
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４．今後のスケジュールなど

 申し込み方法
廃校情報（本資料）と同時に市ホームページにおいて公開するエントリーシートに必要事項を記入のう
え、下記連絡先にメールにて送付してください。

 日程調整
エントリーシート記載の希望日程を基に調整をさせていただきます。

※ 本市にお越しいただいたうえでの対面による対話、TV会議（本市システムを利用）での非対面によ
る対話のいずれも対応できます

 問い合わせ
下記担当にて対応いたします。

（2） 個別サウンディングについて

【問い合わせ先】
佐世保市 企画部政策経営課

住 所：〒857-8585 佐世保市八幡町1-10
電 話：0956-24-1111
E-mail：seisak@city.sasebo.lg.jp
担当：戸尾小学校に関すること ・・・ 川口【内線2427】

俵ヶ浦３校に関すること ・・・ 嘉福（かふく）【内線2430】
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 今後、廃校を民間活用することとなった場合において、今回の官民対話の参加実績が
事業者選定の過程で優位性をもつものではありません

 個別サウンディングの参加に要する費用は全て民間事業者の負担とします

 対話にあたって説明資料等の提出は必須ではありませんが、円滑な対話のために必要
と考えられる場合はご提供ください

 現地見学会を開催する予定はありません

＊ 戸尾小学校は、現在の土地利用の状況や建物の外観等については、利用者に配慮
いただいたうえで、自由に見学いただいて構いません

＊ 俵ヶ浦3校は、安全管理上施錠しており、敷地内に入って見学はできません

 必要に応じて追加の問合せや文書照会等を行う場合がありますので、その際はご協力
ください

 対話結果の公表にあたっては、対話参加者に対し、事前に公表内容の確認を行います。
なお、企業（グループ）名は非公表とします

（3） 個別サウンディングに係る留意事項

４．今後のスケジュールなど
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【資料】 旧戸尾小学校写真集

①

②

③
④
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⑥

⑦
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⑨
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【資料】 旧戸尾小学校写真集

①国道から小学校方向 ②地下（防空壕）の利用状況【とんねる横丁】

④敷地南西の通路③南側市道からの入り口
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【資料】 旧戸尾小学校写真集

⑤戸尾中央通バス停 ⑥東側市道からの入り口

⑦ A校舎 ⑧ B校舎
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【資料】 旧戸尾小学校写真集

⑩プール跡地⑨体育館

⑫敷地西通路入り口⑪敷地西通路（市道）
※突当りの建物が給食室
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【資料】 旧戸尾小学校公図

125-1
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125-3

230-2

125-2

230-5
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【資料】 俵ヶ浦３校
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